
半田市保育園等公民連携更新計画の策定及びパブリックコメント手続の

結果について 

 

 

皆さんからいただいた意見を考慮し、計画を策定しましたので結果を公表し

ます。 

 

 

１．半田市保育園等公民連携更新計画のパブリックコメント手続の結果につい

て 

（１）意見募集期間 

令和７年１２月２６日(金)～令和８年２月１日(日) 

 

（２）計画本編の閲覧 

市ホームページ及び閲覧場所に指定している市内公共施設 

 

（３）閲覧場所 

市役所（１階意見募集コーナー）、各計画の担当課、瀧上工業雁宿ホール 

市民交流センター、図書館・博物館、乙川交流センターニコパル、各公民 

館（有脇、亀崎、乙川、上池、岩滑、板山、成岩、神戸） 

 

（４）意見の提出方法 

   ①意見入力フォーム 

②郵便、FAX、E メール 

   ③計画閲覧場所に設置の投函箱 

 

（５）意見数 

  １通１件 
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資料２ー１



 

（６）提出された意見の概要及び市の考え方 

№ 意見概要 市の考え方 

1 

経費のことばかり優先するので

はなく、保育園は住居の近くに

あれば歩いて通えるし、保育園

が休みの時でも、子ども達は運

動場で遊ぶことが出来る。未来

を担う子ども達は、豊かな環境

で育てたい。資格をもった保育

者で、子ども達が遊びまわれる

運動場が設置されている公立保

育園を望む。 

子ども保護者の立場にたって国

へ上申してほしい。 

公立の保育園等について、各施設

の設置から相当の期間が経過する

中で、少子化、多様化する保育ニ

ーズや施設老朽化等多くの課題を

抱えており、保育環境の充実・整

備が急務となっています。 

これらの課題を早期に解決するた

めに、公立保育園の整備だけでな

く、多様な保育ニーズに柔軟に対

応できる、特徴ある保育の提供を

行う民間の力もお借りし解決して

いきたいと考えます。 

民営化にあたりましては、子ども

の利益を第一に、保育の質と安全

性の確保を優先に考え、低年齢児

保育や延長保育等の保護者のニー

ズにも対応できる、未来を担うこ

どもを豊かな環境で育てられる事

業者の選定に努めます。 

また、国への上申につきまして

は、少子化や保育需要、国の補助

制度動向等を注視しつつ、必要性

や効果が認められる場合には、関

係機関と連携しながら上申の要否 

を検討してまいります。 

※提出された意見等は趣旨を損なわないよう要約しました。 

 

２．パブリックコメント手続後の計画内容の修正 

  提出された意見による計画の修正はありません。 
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